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○ホームページのご案内○
当行では、お客さまにご満足いただけるようさまざまな活動、
商品の開発に取り組んでおります。
最新のサービスの情報や、経営に関する情報につきましては、
ホームページにてご覧いただけます。

http://www.meigin.com/
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本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業
績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。
将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比と異なる可能性があることに
ご留意ください。
なお、商品・サービスの詳細につきましては、お近くの営業店窓口までお問い合わ
せください。
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商 号 ……………… 株式会社名古屋銀行

設 立 ……………… 昭和24年2月24日

総 資 産（連結）……… ３兆5,543億円

預 金 等 ※ …………… ３兆2,064億円

貸 出 金 ……………… ２兆2,409億円

資 本 金 ……………… 250億円
連 結 総 自 己 資 本 比 率

（ 国 際 統 一 基 準 ）……………… 12.53％

従 業 員 数 ……………… 1,928名

拠 点 数 ……………… 国内 112カ所

本支店 111カ所

出張所 1カ所

海外支店 1カ所

海外駐在員事務所 1カ所

名古屋銀行プロフィール（平成28年3月31日現在）
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　（4）報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総額および報酬委員会等の会議の開催回数

開催回数
（平成27年4月～平成28年3月）

取締役会（名古屋銀行） 1回

（注）報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額は記載しておりません。

2．当行（グループ）の対象役職員の報酬等の体系の設計および運用の適切性の評価に関する事項

　（1）報酬等に関する方針について

①　「対象役員」の報酬等に関する方針

当行は、中長期的な企業価値の向上を通じて、「1.地域社会への貢献、2.収益力の強化とリスク管理の徹底、3.お客さまのニーズに適
合した金融サービスの提供、4.コンプライアンスの実践、5.自由闊達な企業風土の確立」という当行の経営方針にもとづいて役員報
酬制度を設計しております。具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、
・基本報酬
・賞与
としております。
基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案し、賞与は、当行の連結業績を勘案して決定しております。
役員の報酬等は、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、取締役会にて決定しております。
なお、監査役の報酬については、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、社外監査役を含む監査役の協議により決
定しております。

3．当行（グループ）の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性ならびに報酬等と業績の連動に関する事項

対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。また、対象従業
員等の報酬等の決定に当たっては、当行グループの財務状況等を勘案のうえ、予算措置を行う仕組みになっております。

4．当行（グループ）の対象役職員の報酬等の種類、支払総額および支払方法に関する事項

対象役職員の報酬等の総額（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

区分 人数
（人）

報酬等の
総額

（百万円）
固定報酬の
総額

変動報酬の
総額 退職慰労金

基本報酬 株式報酬型
ストックオプション 基本報酬 賞与

対象役員
（除く社外役員) 16 369 298 258 40 70 ─ 70 ─

対象従業員等 0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

（注）1.	 対象役員の報酬額等には、主要な連結子法人等の役員としての報酬額等を含めて記載しております。
	 2.	 	株式報酬型ストックオプションの権利行使時期は以下のとおりであります。	

なお、当該ストックオプション契約では、行使期間中であっても権利行使は役職員の退職時まで繰延べることとしております。

5．当行（グループ）の対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参考となるべき事項

特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はございません。

行使期間
株式会社名古屋銀行
第1回新株予約権

平成26年8月14日から
平成76年8月13日まで

株式会社名古屋銀行
第2回新株予約権

平成27年8月14日から
平成77年8月13日まで
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業績ハイライト（平成27年度）

預金（譲渡性預金含む）は前年比564億円増加し3兆
2,064億円に、貸出金は前年比997億円増加し2兆2,409
億円となりました。

有価証券は、前年比266億円減少の9,717億円となり
ました。

30,078 31,500 32,064

預金（譲渡性預金含む） （単位：億円）
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貸出金・有価証券 （単位：億円）

貸出金 有価証券
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銀行の本来業務から得られる収益である業務純益は、
貸出金利回りの低下があったものの、役務取引等利益の
増加や営業経費の圧縮などにより、前年比4億円増加し
77億円となりました。

経常利益は与信関連費用の戻入益が減少し、前年並み
の101億円となりました。
当期純利益は前年比4億円増加し、66億円となりまし

た。
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業務純益 （単位：億円）
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経常利益・当期純利益 （単位：億円）
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預金（譲渡性預金含む）・貸出金・有価証券の状況〈単体〉

損益の状況〈単体〉
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（単位：億円、％）

自己資本 普通株式等
Tier Ⅰ 資本 総自己資本比率
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自己資本比率は、銀行の健全性を判断する重要な指標
のひとつで、比率が高いほど健全といえます。当行のよ
うに国際業務を営む銀行は８％以上を維持することが義
務付けられています。平成28年３月末の連結総自己資本
比率は12.53％となっています。また連結普通株式等
TierⅠ比率は11.16％となっています。

格付けとは、企業の発行する個別の債券について、約
定通り元利金が支払われる確実性の程度を、一定の符号
によって格付会社が情報として提供しているものです。
企業の信用力評価的な要素が強く、広い意味で銀行その
ものの信用度を表しています。
当行は、株式会社日本格付研究所（JCR）より長期発

行体格付けとして「A＋（シングルA＋）」の格付けを取得
しています。この格付けは投資適格銘柄であることを示
しており、国内金融機関の中でも上位に位置付けられて
います。

連結総自己資本比率〈国際統一基準〉

格付け

D
C
CC
CCC
B
BB
BBB

AA
AAA

A

名古屋銀行

債務履行の確実性は高い。

■日本格付研究所（ＪＣＲ）

Ａ＋

業
績
ハ
イ
ラ
イ
ト

2

010_9591385682807.indd   2 2016/07/13   18:13:40



　創業以来、堅実経営を貫いており、不良債権の発生を
最小限にするよう努めてまいりました。今後も、不良債
権発生の未然防止と処理の促進、融資先の事業再生にも
力を注ぎ、資産の健全性維持に努めてまいります。
　貸出などの資産につきましては、厳格な自己査定を実

　不良債権の開示につきましては、銀行法に基づく「リ
スク管理債権」と金融再生法に基づく「金融再生法開示
債権」の開示が義務付けられています。「リスク管理債権」
は「貸出金」を対象としていますが、「金融再生法開示債

1,541
  <767>

5,192
<4,029>

42,528 

24,494 

382,222 

1,786,296

10,457

2,252,733    
<2,250,795>    

6,734
<4,796>

61,378 
<59,439> 

1,938 4,796 100.00％

3,15542,528 35,378 90.61％

2,42912,115

2,204,854    

4,183 54.58％

 7,523 44,358 84.53％

2.71％
<2.63％>

2.73％
<2.65％>

61,253 
<59,356> 

47,615 
<46,478> 

 1,523 
  <762>

   27

12,087

金融再生法に基づく開示額
（対象債権：総与信及び自らの保証を付した私募債　※要管理債権は貸出金のみ）

破綻先

債務者区分

自己査定結果
（対象債権：総与信）

リスク管理債権
（対象債権：貸出金）

（単位：百万円）

金額 債権区分 金額 貸倒引当金 担保保証等 保全率 開示区分 金額

実質破綻先

破綻懸念先

正常先

非分類債権

合計

（注）当行は部分直接償却を実施しておりませんが、実施した場合の開示債権額を <　>内に記載しております。

要管理先

要管理先
以外の

要注意先

破産更生債権
及びこれらに
準ずる債権

貸出条件
緩和債権

金融再生法開示債権（小計）
の対象債権に占める割合
<　>内は、部分直接償却実施後

リスク管理債権
の対象債権に占める割合
<　>内は、部分直接償却実施後

３カ月以上
延滞債権

延滞債権

破綻先債権

合計

危険債権

小計

正常債権

要管理債権　※

要
注
意
先

2,266,232    
<2,264,294>    

合計

自己査定結果・金融再生法開示債権・リスク管理債権の関係

債権内容について

不良債権の開示〈単体〉

施し、回収の危険性または価値の毀損の危険性に従って
区分し、その区分に応じた適正な不良債権処理ルールに
基づいて償却引当を行っています。また、不良債権のオ
フバランス化や経営改善支援による債務者区分の改善を
進めること等によって、資産の健全化に努めています。

権」は「貸出金」のほか「貸出金に準ずる債権（外国為替・
未収利息等）」及び「自らの保証を付した私募債」を対象
としています。
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不良債権残高につきましては、平成28年3月末現在で、
平成27年3月末比99億円減少し、613億円となりました。
また、債権額に占める不良債権の割合は、平成27年3月

末比0.58％減少し、2.71％となりました。今後も不良債
権の低減に努め、資産の健全化を図ってまいります。

（単位：百万円）
　 27年3月末 28年3月末 27年3月末比

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 7,513 6,734 △ 778

危険債権 46,687 42,528 △ 4,159
要管理債権 17,092 12,115 △ 4,977
不良債権額(小計） 71,294 61,378 △ 9,915
正常債権 2,096,491 2,204,854 108,362
合計 2,167,785 2,266,232 98,446
不良債権比率 3.29％ 2.71% △ 0.58％

（単位：百万円）
　 27年3月末 28年3月末 27年3月末比

貸出金残高 2,141,242 2,240,959 99,717
破綻先債権 2,275 1,523 △ 752
延滞債権 51,794 47,615 △ 4,179
3カ月以上延滞債権 30 27 △ 2
貸出条件緩和債権 17,062 12,087 △ 4,974
リスク管理債権合計 71,162 61,253 △ 9,908
リスク管理債権比率 3.32％ 2.73％ △ 0.59％
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838

88

559

191
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121
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金融再生法開示債権額と不良債権比率の推移
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（単位：億円、％）要管理債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権
不良債権比率

26年3月末 27年3月末 28年3月末

金融再生法に基づく開示債権の構成比

要管理債権
12，115百万円
（0．53％）

危険債権
42，528百万円
（1．88％）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
6，734百万円
（0．30％）

正常債権
2,204,854百万円
（97．29％）

（対象債権に占める比率）

金融再生法に基づく開示額〈単体〉

銀行法に基づく開示額＝リスク管理債権〈単体〉
用語の解説【銀行法基準】
⑴破綻先債権
元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることなどの事由により、元本ま
たは利息の取立または弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出
金のうち、法人税法施行令に掲げる以下の事由が生じている貸出金です。

	 イ.		会社更生法または金融機関等の更生手続きの特例等に関する法律の規定による更
生手続開始の申し立て。

	 ロ.	民事再生法の規定による再生手続開始の申し立て。
	 ハ.	破産法の規定による破産手続開始の申し立て。
	 ニ.	会社法の規定による特別清算開始の申し立て。
	 ホ.		手形交換所（手形交換所のない地域では、当該地域において手形交換業務を行う

銀行団を含む）による取引停止処分。
	 ヘ.		外国の政府、中央銀行または地方公共団体に対する金銭債権のうち、長期にわた

る債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受
けることが著しく困難であると認められる場合。

⑵延滞債権
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建または支援を図	
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

⑶3カ月以上延滞債権
元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破	
綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。

⑷貸出条件緩和債権
債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出	
金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。

用語の解説【金融再生法基準】
⑴破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っ
ている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

⑵危険債権
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。

⑶要管理債権
3カ月以上延滞債権（⑴及び⑵に該当する債権を除く）及び貸出条件緩和債権（⑴及
び⑵に該当する債権や3カ月以上延滞債権を除く）です。

⑷正常債権
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、⑴から⑶に掲げる債権
以外のものに区分される債権です。
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